
令和６年議案第３０号 

 

   江南市いじめ・不登校対策協議会委員の委嘱について 

 

 別紙の者を江南市いじめ・不登校対策協議会委員に委嘱したいから、江南市いじめ・

不登校対策協議会設置要綱（平成３年７月１日施行）第３条第１項の規定に基づき、

教育委員会の選任を求める。 

 

  令和６年６月４日提出 

 

江南市教育委員会     

教育長 村 良弘    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市いじめ・不登校対策協議会委員の任期が、令和６年

６月３０日に満了するので、後任の者を委嘱する必要があるからであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参 考） 

江南市いじめ・不登校対策協議会設置要綱（抜 粋） 

 

（組織） 

第３条 協議会は２２人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委

員会が委嘱する。 

 （１） 医師 

 （２） カウンセラー 

 （３） 児童相談所関係者 

 （４） 教育事務所関係者 

 （５） 市教育委員会関係者 

 （６） 小中学校関係者 

 （７） その他教育委員会が必要と認める者 

２ 委員の任期は、１年とする。 

３ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 



令和６年議案第３１号 

 

   江南市教育支援委員会委員の委嘱について 

 

 別紙の者を江南市教育支援委員会委員に委嘱したいから、江南市教育支援委員会設

置要綱第３条第２項の規定に基づき、教育委員会の選任を求める。 

 

  令和６年６月４日提出 

 

江南市教育委員会     

教育長 村 良弘    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市教育支援委員会の委員の任期が令和６年６月３０日

に満了するので、後任の者を委嘱する必要があるからであります。 



（参考） 

江南市教育支援委員会設置要綱 （抜粋） 

 

（組織）   

第３条 委員会は、次の委員１５名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 

 （１）医師又は学識経験者 

 （２）特別支援学級を設置する小中学校職員及び通級指導担当者 

 （３）特別支援教育諸学校の職員 

 （４）児童福祉施設又は児童相談所職員 

 （５）市職員 

（任期）   

第４条 委員の任期は、１年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 



令和６年議案第３２号  

 

   江南市運動部活動の地域移行に関する検討委員会委員の委嘱 

等について 

 

 

  別紙の者を江南市運動部活動の地域移行に関する検討委員会委員に委嘱又は任命し

たいから、江南市運動部活動の地域移行に関する検討委員会設置要綱第３条及び第４

条の規定に基づき、江南市教育委員会の同意を求める。 

 

  令和６年６月４日提出 

 

江南市教育委員会        

教育長  村 良弘   

 

記 

 

   

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市運動部活動の地域移行に関する検討委員会委員の任

期が、令和６年６月３０日に満了するので、後任の者を委嘱又は任命する必要がある

からであります。 



（参考）  

 

江南市運動部活動の地域移行に関する検討委員会設置要綱（抜粋） 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。 

（１）スポーツ団体関係者 

（２）ＰＴＡ等保護者関係者 

（３）教育・行政機関関係者 

（４）学識経験を有する者 

 

 （任期） 

第４条 委員の任期は委嘱又は任命の日から１年とし、再任を妨げない。ただし、委

員が欠けた場合は、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

 



令和６年議案第３３号 

 

   「親と子のつどい」の後援名義使用について 

 

 別紙の者より江南市教育委員会後援名義使用承認申込書の提出がありましたので、

江南市教育委員会の後援名義使用に関する要綱第３条第１項の規定に基づき江南市教

育委員会の承認を求める。 

 

  令和６年６月４日提出 

 

江南市教育委員会     

教育長 村 良弘    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市教育委員会の後援名義使用承認申込書を受理したか

らであります。 



令和６年議案第３４号 

 

   「KONAN☆親子 DE 夏季講習」の後援名義使用について 

 

 別紙の者より江南市教育委員会後援名義使用承認申込書の提出がありましたので、

江南市教育委員会の後援名義使用に関する要綱第３条第１項の規定に基づき江南市教

育委員会の承認を求める。 

 

  令和６年６月４日提出 

 

江南市教育委員会     

教育長 村 良弘    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市教育委員会の後援名義使用承認申込書を受理したか

らであります。 



令和６年議案第３５号 

 

   「広見線沿線なぞときゲーム『広見線マイスターからの挑戦状』『伝説のキノコ

をさがせ』」の後援名義使用について 

 

 別紙の者より江南市教育委員会後援名義使用承認申込書の提出がありましたので、

江南市教育委員会の後援名義使用に関する要綱第３条第１項の規定に基づき江南市教

育委員会の承認を求める。 

 

  令和６年６月４日提出 

 

江南市教育委員会     

教育長 村 良弘    

 

 

   提案理由 

 この案を提出するのは、江南市教育委員会の後援名義使用承認申込書を受理したか

らであります。 

 


